


１　農業委員会とは
⑴　農業委員会とは
　　農業委員会は、昭和26年７月に制定された農業委員会法により、従前の農地委員
会、農業調整委員会及び農業改良委員会の３つの委員会を統合して発足した市町村
の行政委員会です。
農業委員会は、その主たる使命である『農地等の利用の最適化の推進』（担い手
への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進）を中
心に、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申など、
農地に関する事務を執行しています。
　　
⑵　農業委員とは
　　農業委員会は、農業に関する識見を有し、農業委員会の所掌事項に関し職務を適
切に行うことができる者のうちから、町が議会の同意を得て任命した「農業委員」
で組織され、農業委員は合議体としての意思決定（農地の権利移動の許可・不許可
の決定など）を担当します。

　　⑶　農地利用最適化推進委員とは
　　　　平成27年の農業委員会に関する法律の改正により、農地利用最適化推進委員が
　　　新設されました。
　農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから
「農地利用最適化推進委員」を委嘱し、推進委員は、担当区域における農地等の利用
の最適化の推進を担当します。
　　
　　⑷　委員の任期
　　　　農業委員の任期は３年間、農地利用最適化推進委員の任期は、農業委員の委員の
任期満了の日までで、現在の委員の満了日が７月19日（日）となります。
　・次回の任用期間
　　　農業委員　　令和８年７月20日　から　令和11年７月19日
　　　推進委員　　令和８年７月27日　から　令和11年７月19日
　　　　　　　　　　　　　　（予定）
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